
18広報とよはし  平成 28 年 8月1日

どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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		精神障害者社会復帰教室
ほのぼの倶楽部

とき：第2・4火曜日・第1・3水曜日午前

10時～正午　ところ：保健所・保健セン

ター（中野町字中原「ほいっぷ」内）　対
象：市内在住で、こころの病を持つ方　

内容：創作活動、運動、交流会など　申
込先：健康増進課（☎39・9145）

		森林所有者が除間伐を行う場合に
補助金を交付します

対象：市内にスギ・ヒノキの人工林を所

有しており、平成28年度中に除間伐を行

う市内在住の方　条件：1施行地10アール

以上（台帳面積による）の森林で除間伐

率10％以上　補助額：10アールあたり

8,500円　その他：詳細はお問い合わせ

ください　問い合わせ：農業支援課（☎

51・2473 56・5130）
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竜頭山から浜松市街遠望 「濱まつ」秋葉山周辺部分
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		豊橋市国民健康保険　脳ドック診査7割助成（追加募集）のお知らせ
本紙4月15日号17 ページでお知らせした脳ドック等診査7割助成のうち、弥生病院

及び福祉村病院が定員に達しなかったため追加募集を行います。

対象：平成 28 年 4月1日現在、豊橋市国民健康保険被保険者で、前年度以前の保

険税を完納している世帯に属する満 25歳以上 75歳未満の方（平成26・27年度に脳

ドック（検診）の助成を受けた方、28年度に当選した方を除く）　受診機関など：下表　

その他：前回落選した方も申し込みできますが、キャンセル待ちが無効になります　

申し込み：8月15日（消印有効）までに、はがき、または封書（封書の場合は、はが

きサイズの紙へ記入）で希望する病院名（1 人につき1 つまで）、国民健康保険被保

険者証の記号・番号、郵便番号、住所、氏名、フリガナ、生年月日、性別、電話

番号を国保年金課（〒440-8501住所不要☎51・2298）
■豊橋市国民健康保険　脳ドック診査7割助成追加募集内容

実施医療機関名 受診者負担額 定員(抽選) 受診期間

弥生病院
（弥生町字東豊和） 6,480円 10人

来年3月まで
福祉村病院
（野依町字山中） 10,490円 15人

※同一世帯の場合はまとめて申し込み可　※結果は 9月1日以降に郵送
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参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。
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相談内容 とき ところ 問い合わせ
管理栄養士による生活習慣病予
防の栄養相談

8 月 12 日㈮・25 日㈭午前 9 時 30 分～午
後 4 時

保健所・保健センター 健康増進課☎39・9145●予

児童精神科医による思春期精神
保健相談 8 月 24 日㈬午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

外国人母子保健相談・乳幼児の
身体測定 9 月 5 日㈪午前 9 時 30 分～ 11 時

歯科医師による歯科健康相談 9 月 8 日㈭午前 9 時～ 11 時
精神科医による精神保健福祉相談 9 月 14 日㈬午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
臨床心理士によるこころの健康相談 9 月 15 日㈭・29 日㈭午後 1 時～ 4 時
心理カウンセラーによる女性の
ための心の相談 8 月 24 日㈬午後 1 時 30 分～ 3 時 40 分

男女共同参画センター
「パルモ」

男女共同参画センター
☎33・2822●予

キャリアカウンセラーによる女
性のための再就職に向けた相談

9 月 14 日㈬午前 9 時 30 分・10 時 30 分・
11 時 30 分

市民協働推進課
☎51・2188●予

女性のための悩みごと電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）午前9時～
午後 3 時 － 女性相談室☎33・3098

農家（農事）相談 8 月 1 日㈪・16 日㈫午後 1 時 30 分～ 3 時
30 分 市役所農業委員会室 農業委員会☎51・2950

市内中小事業者向け金融相談 8 月 10 日㈬午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所☎53・7211

建築士による住宅・建築相談 8 月 10 日・24 日・31 日の水曜日午後 1
時 30 分～ 4 時

市役所東 901 会議室 住宅課☎51・2604●予
土地家屋調査士による住宅・建
築相談 8 月 24 日㈬午後 1 時 30 分～ 4 時

行政書士による書類作成相談 8 月 12 日㈮午後 1 時～ 3 時（1 組 30 分） 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2304●予

弁護士による法律相談

8 月 12 日㈮午後 1 時～ 4 時（1 組 30 分） つつじが丘地域福祉セ
ンター 豊橋市社会福祉協議会

☎ 54・0294 ●予
8 月 25 日㈭午後 1 時～ 4 時（1 組 30 分） 大清水地域福祉センター

8 月 25 日㈭午後 2 時～ 3 時（1 組 20 分） 愛知県東三河県民相談室 愛知県東三河県民相談室
☎ 52・7337 ●予

水曜日、第 3 金曜日午後 1 時～ 4 時（各 1
組 30 分） 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2304●予

宅地建物取引士による不動産相談 8月15日㈪、9月5日㈪午後1時～4時（各
1 組 45 分） 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2304●予

家庭生活・学習・しつけなどの家
庭児童相談

8 月 18 日㈭・25 日㈭午前 10 時～正午 こども未来館ここにこ
家庭児童相談室☎54・7830

月～金曜日午前 10 時～午後 4 時 市役所こども家庭課
国民健康保険税に未納がある方の
ための弁護士による休日（多重）債
務整理相談

8 月 21 日㈰午前 9 時～正午、午後 1 時～
3 時 市役所国保年金課 国保年金課☎ 51・2289

司法書士による相続登記相談 8月22日㈪、9月12日㈪午後1時～4時（各
1組30分） 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2304●予

不登校について考える親と教師
の懇談会 8 月 26 日㈮午後 4 時 30 分～ 6 時 30 分 教育会館 教育会館☎33・2113

専門相談員による結婚相談 9 月 11 日㈰午後 1 時 30 分・2 時 30 分・3
時 30 分

穂の国とよはし芸術劇
場「プラット」

こども未来政策課☎ 51・
2325 ●予

児童虐待・子育ての悩みなどの相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時15分 市役所こども家庭課 こども家庭課☎51・2327

債務整理などの多重債務相談 月～金曜日午前 9 時～午後 4 時 30 分 東三河消費生活総合セ
ンター

東三河消費生活総合セン
ター☎ 51・2305 ●電

消費生活相談
月～金曜日午前 9 時～午後 4 時 30 分 東三河消費生活総合セ

ンター
東三河消費生活総合セン
ター☎ 51・2305 ●電

土・日曜日午前 9 時～午後 4 時 愛知県消費生活総合セ
ンター

愛知県消費生活総合セン
ター☎052・962・0999●電

生活上の悩み事などの市民相談 月～金曜日午前 9 時～午後 4 時 30 分 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2300●電

警察安全相談 月～金曜日午前 9 時～午後 5 時 － 警察本部相談コーナープッ
シュホン☎♯9110

不登校・非行・ひきこもりなどの
子ども・若者の相談

月～金曜日午前 10 時～午後 5 時（木曜日
は午後 4 時まで） 青少年センター 子ども・若者総合相談窓口

☎ 29・8070

DV電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）午前9時～
午後 3 時 －

DV 相談室☎ 33・9980

専門相談員によるDV面接相談 火・木曜日午前9時30分～午後3時30分 DV 相談室☎ 33・9980 ●予
行政相談委員による行政相談 第 1 ～ 4 木曜日午後 1 時～ 3 時 市役所安全生活課 安全生活課☎51・2304●電

相　談
相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。●予予約制　●電電話相談も可
※定員があるものや申し込みが必要なものがあります。詳細はお問い合わせください
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